
イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

し
も
の
せ
き
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョン
家
族
相
談
会

あ
15
歳
～
39
歳
の
方（
本
人
か
そ
の
保
護

者
な
ど
）　
い
７
月
７
日（
金
）午
後
１
時

30
分
～
３
時
30
分　
え
ハ
イ
ク
レ
ス
ト

山
の
田
１
階（
山
の
田
東
町
）　
う
石
川

章
氏（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ネ
ス
ト
）

か
こ
し
も
の
せ
き
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン（
☎
254−

０
３
４
０
）

全
国一斉｢

子
ど
も
の
人
権
110    
番
」　

強
化
週
間

　
学
校
で
の「
い
じ
め
」や
家
庭
内
で
の

児
童
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
や
悩
み
に
つ
い
て
電
話

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

け
７
月
２
日（
日
）ま
で　
午
前
８
時
30

分
～
午
後
７
時　
※
土
・
日
曜
日
は
午

後
５
時
ま
で　

▽
相
談
電
話
番
号
＝
☎
０
１
２
０−

007−

110（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）※
詳
細
は
、
山

口
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課（
☎
083−

922−

２
２
９
５
）へ

こ
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

（
☎
222−

０
８
２
７
）

満
珠
荘
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
夏
彩
膳
＝
け
８
月
31
日（
木
）ま
で　

▽
営
業
時
間
＝
午
前
11
時
30
分
～
午
後

２
時（
オ
ー
ダ
ー
ス
ト
ッ
プ
は
午
後
１
時

30
分
）　
げ
夏
の
味
覚
を
集
め
た
四
季
の

ラ
ン
チ　
き
２
１
６
０
円（
税
込
み
）

●
夏
ふ
く
会
席
プ
ラ
ン（
宿
泊
）＝
け
８

月
31
日（
木
）ま
で　
※
８
月
13
日（
日
）

は
除
く　
き
１
万
３
２
６
０
円　
※
１

泊
２
食
付
き　
※
市
民
割
り
引
き
と
年

齢
割
り
引
き（
65
歳
以
上
）あ
り

こ
満
珠
荘（
☎
222−
１
１
２
６
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
使

用
を
始
め
て
３
カ
月
経
過
後
５
カ
月
の

間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事

が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化

槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

こ
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252−

０
９
７
８
）

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関

７
月
の
開
催
日
程
・
イ
ベ
ン
ト

●
５
日
～
10
日
＝
ナ

イ
タ
ー
レ
ー
ス　
サ

ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
カ
ッ

プ　
●
20
日
～
25
日

＝
ナ
イ
タ
ー
レ
ー
ス

ス
ポ
ニ
チ
金
杯
争
奪
戦　
●
28
日
～
８

月
２
日
＝
ナ
イ
タ
ー
レ
ー
ス　
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｅ 

Ｏ
Ｎ
!
Ｆ
Ｍ 

Ｃ
Ｕ
Ｐ

【
イ
ベ
ン
ト
】

▼
ド
ッ
キ
ド
キ
！
ガ
ラ
ポ
ン
抽
選
会
＝

い
９
日（
日
）第
８
レ
ー
ス
発
売
中　
▼

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関
史
上
初
!!
ナ
イ
タ
ー

ペ
ア
ボ
ー
ト
体
験
試
乗
会
＝
い
17
日（
月
）

午
後
７
時
30
分（
受
け
付
け
午
後
７
時
10

分
）　
ぎ
30
人（
先
着
順
）　

お
き
入
場
料
＝
100
円（
17
日
は
無
料
）

こ
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関（
☎
246−

１
１
６
１
）

７
月
の
献
血

●
22
日（
土
）＝
午
前

10
時
～
正
午
、
午
後

１
時
15
分
～
４
時
／

ゆ
め
シ
テ
ィ　
※「
愛

の
血
液
助
け
合
い
運

動
」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン（
記
念
品
・
啓
発
資

材
配
布
な
ど
）を
実
施

●
31
日（
月
）＝
午
前
10
時
～
正
午
、
午

後
１
時
15
分
～
４
時
／
市
役
所
本
庁
舎

※
全
日
程
400
㍉
㍑
献
血
限
定

こ
保
健
総
務
課（
☎
231−

１
４
２
６
）

市の組織を改正し、各種業務の窓口が一部変わりました。
７月1日から市の組織が一部変わりました！

●都市戦略課の廃止
　総合政策部都市戦略課を廃止し、同課が所管していた重要な施
策に係る調査・研究業務とシティプロモーション業務を総合政策
部企画課に移管しました。
こ企画課（☎231-1911）
●地域医療課の設置
　持続可能で質の高い医療提供体制の構築を図るため、保健部内
に地域医療課（カラトピア４階）を新設しました。
こ地域医療課（☎231-1714）
●病院管理課の廃止
　市立病院のあり方について医療提供体制の中で一体的に検討す
るため、市立病院などに関する業務を、新設した地域医療課に移
管するとともに、市民部病院管理課を廃止しました。
こ地域医療課(☎231-1714)
●産業振興課の係の名称変更
　これまで産業振興部の産業立地・就業支援課と産業振興課でそ
れぞれ行っていた創業支援に関する業務を産業振興課（上田中町庁
舎）に一元化し、企画調整係を創業支援係に名称変更しました。　
こ産業振興課（☎231-1265）

●住宅政策課・公共建築課の設置
　これまで建設部と都市整備部でそれぞれ行っていた住宅に関す
る業務を一元化するため、建設部建築住宅課と都市整備部まちな
み住環境整備課を、建設部住宅政策課として再編しました。この
再編により、公共施設の建築業務を行う建設部公共建築課を新設
し、都市整備部まちなみ住環境整備課を廃止しました。
こ住宅政策課（☎231-1941）、公共建築課（☎231-4636）
●庁舎整備技術支援室の設置
　本庁舎本館を迅速かつ円滑に整備するため、住宅政策課内に庁
舎整備技術支援室を新設しました。
こ住宅政策課（☎231-1941）
●都市計画課の係の設置
　まちなみ住環境整備課から景観に関する業務を移管し、都市整
備部都市計画課内に景観係を設置しました。
こ都市計画課（☎231-1360）
●クルーズ振興室の設置
　クルーズ旅客船の誘致による下関港のより一層の振興を図り、
地域経済の活性化につなげるため、港湾局振興課（下関港国際ター
ミナル３階）にクルーズ振興室を新設しました。
こ港湾局振興課（☎231-1277）

こ行政管理課（☎231-1732）

22平成29年７月号

｢
青
少
年
に
愛
の
ひ
と
声
を
」

　

７
月
は
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防

止
全
国
強
調
月
間
で
す
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
の
普
及
で
青
少

年
が
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
を
被
害
か

ら
守
り
、
青
少
年
に
よ
る
非
行
を
未

然
に
防
止
す
る
た
め
に
は
社
会
全
体

で
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
地

域
の
皆
さ
ん
の
温
か
い
見
守
り
と
、

愛
の
ひ
と
声
の
実
践
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
関
市
青
少
年
健
全
育
成
市
民
会
議

　
　
　
　
　
　

会
長　

前
田
晋
太
郎

こ
生
涯
学
習
課（
☎
231

−

７
９
６
８
）


